
 
令 和 ７ 年 １ 月 ２ ４ 日 

国土交通省中部地方整備局 

長 島 ダ ム 管 理 所  

 

 
 

 

  

 

国土交通省中部地方整備局では、長島ダム接岨湖の「川根本町 接岨地区」周

辺を令和７年２月５日に「都市・地域再生等利用区域」に指定いたします。その

ため、国土交通省長島ダム管理所長より川根本町長へ「都市・地域再生等利用区

域」の指定書を手交します。 

 

１．日時 

令和７年２月５日（水） 

都市・地域再生等利用区域指定書 手交式 

午前１１時００分～ 

手交式終了後 意見交換会を実施 

 

２．場所 

川根本町役場 本庁舎 ２F 応接室（静岡県榛原郡川根本町上長尾６２７） 

 

３．都市・地域再生等利用区域の指定について 

   都市・地域再生等利用区域に指定することで、河川空間を積極的に活用し

イベントの開催やオープンカフェ等の営業活動を行うことが可能になりま

す。 

 国土交通省中部地方整備局管内における都市・地域再生等利用区域の指定 

による河川空間のオープン化状況は別紙のとおりです。 

 

 

 

配布先              問合せ先 国土交通省 長島ダム管理所 

島田記者クラブ               管理所長  川口 一彦 

静岡県政記者会               総務係長  荒木 玲 

                      ＴＥＬ：0547（59）1021 

                       ＦＡＸ：0547（59）1026 

 

 

 

 

中部地方整備局管内の直轄ダムでは初の指定! 

「川根本町 接岨地区」周辺を 

「都市・地域再生等利用区域」に指定します。 

＊本資料につきましては、下記の長島ダム管理所 HP「記者発表資料」 

よりご覧いただけます。 

https://www.cbr.mlit.go.jp/nagashima/tayori/ 



（別紙）中部地方整備局管内のオープン化状況

中部地方整備局では、１１箇所で河川空間のオープン化
（都市・地域再生等利用区域の指定）を実施済み。 （令和７年１月２４日時点）

各務原市前渡地区

岐阜県各務原市（木曽川右岸）

うしづま水辺の楽校

静岡県静岡市

（安倍川左岸）

令和6年6月21日指定

たまき水辺の楽校

三重県玉城町（宮川左岸）

桑名市住吉地区

三重県桑名市（揖斐川右岸）

笠松町みなと公園

岐阜県笠松町（木曽川右岸）

●R6新規指定 1箇所
●R5新規指定 4箇所
●～R4指定済み 6箇所

令和6年3月25日指定

令和6年3月22日指定

令和6年3月28日指定

かのがわ風のテラス
静岡県沼津市
（狩野川左右岸）

伊豆ゲートウェイ函南
静岡県函南町
（狩野川右岸・大場川左岸）

蓬莱橋周辺地区
静岡県島田市
（大井川左右岸）

矢作川
「白浜・千石公園
地区と右岸地区」
愛知県豊田市
（矢作川左右岸）

長良川右岸
プロムナードエリア
岐阜県岐阜市
（長良川右岸）

狩野川神島公園
静岡県伊豆の国市
（狩野川左右岸）令和6年1月17日指定


